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１．景観ガイドラインとは 

 

（１）景観ガイドラインの目的 

 

●浜田市は、切り立ったリアス式地形と砂丘海岸の織り成す海岸線などの美しい自然と、石見神楽

やユネスコの無形文化財遺産に記載された石州半紙などの伝統文化、海水浴場、スキー場、しま

ね海洋館アクアスなど豊かな自然を活かした観光資源を有しており、高速道路、港湾などの都市

基盤や大学、美術館をはじめとする教育文化施設が充実した、人と文化と自然の調和のとれた島

根県西部の中核都市です。 
 

●こうした自然、歴史・文化、生活の風景など、先人から引き継いできた本市固有の景観を守り、

育て、創造し次の世代に伝えるため、景観法に基づく様々な制度を有効に活用し、市民、事業者、

市民団体・NPO 法人、行政等が地域と一体となって、景観まちづくりを推進していくことを目的

に、平成 29年 2月に「浜田市景観計画」を策定し、景観まちづくりの基本方針や良好な景観形

成に向けた取り組みのルールなどを定めました。 
 

●本ガイドラインは、「浜田市景観計画」において定める重点地区の浜田漁港周辺地区について、

届出対象行為と景観形成基準を分かりやすく解説・例示したもので、届出手続きの円滑な運用を

図るとともに、良好な景観を形成するためのイメージを描く際の手引書として作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の届出手続きは・・・ 

・浜田市の景観を市民・事業者・行政の協働により守っていくことを目的とし、 

・市民や事業者が、建築物を建てたり、工事を行う場合に、 

・景観計画や景観ガイドラインにて、景観への配慮事項や必要な手続きを確認し、 

・建築物などの規模に応じて、必要な届出資料を担当窓口（浜田市建設企画課）に提出し、

これを審査するために行うものです。 

事業者事業者

景観計画景観計画

行 政行 政

景観ガイドライン景観ガイドライン

工事をするときなど

設計をするときなど
家を建てるときなど

お店を改築するときなど

届出審査の判断のときなど

市 民市 民
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（２）景観ガイドラインの使い方 

 

●建築物や工作物の建築行為や開発行為を実施する場合は、その行為の種類と規模によって届出や

景観への配慮が必要となります。次に示すステップに沿って、計画している行為に対する届出の

必要性と、景観形成基準等を確認した上で、必要な手続きを行ってください。 
 

●なお、届出は建築行為等の着手の 30 日前までに行う必要がありますので注意してください。届

出の手続き等を行う上で不明な点等がありましたら、担当窓口（浜田市建設企画課）まで問い合

わせ、事前相談を行ってください。 
 

●また、景観形成基準は、届出が必要でない行為についても、市民・事業者・行政による協働の景

観まちづくりを推進していくための指針となりますので、計画行為の検討に際して参考として活

用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行為の計画

事前相談

届 出

審 査

景観形成基準に対する適合性

適 合 不適合

他法令等による許認可等を受ける前にできる
限り事前相談を行ってください。

行為の着手

修正（変更届出）

特定届出対象行為

修正（変更届出）

勧 告

変更命令

着手の30日前までに届出を行ってください。

必要に応じて専門機関への意見聴取

Ｓtep １～ ５

Ｓtep ６

景観ガイドライン
等による確認・検討

届出のフロー

他法令等による許認可等を受ける前に
事前相談を行ってください。

ﾎﾟｲﾝﾄ
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浜田市景観計画を確認するＳtep １

●浜田市景観計画（第3章）では、浜田、金城、旭、弥栄、三隅自治区の

５つの地域別の景観まちづくりの基本方針を掲げています。

●届出の必要性の有無に係らず、計画行為の該当地域における景観まちづ
くりの基本方針を確認ください。

●浜田市景観計画は、市窓口及び市ホームページなどでご覧いただけます。

届出対象行為の区分を確認するＳtep ２

●本ガイドラインのP4からの「２．届出が必要な行為と景観形成基準の解説」において、

計画している行為が届出対象に該当するかどうかを確認してください。

●届出が必要な場合は、建築確認申請等を行う前の計画変更が可能な時期に、できる限

り事前相談を行ってください。

届出の手続き内容を確認するＳtep ３

●本ガイドラインのP36「４．届出に必要な
書類一覧」により、手続きに必要な事項

を確認してください。

景観形成基準の内容を確認するＳtep ４

●本ガイドラインのP4からの「２．届出が必要な行為と

景観形成基準の解説」において、基準の内容をイラス

トやチェック項目により解説しています。

●計画行為の該当する景観形成基準を確認し、チェック

項目により、基準を満足しているか確認してください。

●届出が必要でない場合においても、基準の内容を確認

してください。

周辺の景観との調和について考えるＳtep ５

●景観形成基準やチェック項目を踏まえた上で、周辺の景観との調和について再考し、

必要に応じて、計画の見直しを検討してください。

届出の対象 届出の対象外

届出手続きの実施Ｓtep ６

●本ガイドラインのP36の「４．届出に必要な書類一覧」により、手続きに必要な書類

等を作成し、届出を行ってください。

ﾎﾟｲﾝﾄ
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２．届出が必要な行為と景観形成基準の解説 

 

●大規模な建築物や工作物、開発などは、浜田市の景観形成に大きな影響を及ぼします。そのため、

良好な景観形成に向け、浜田市は浜田漁港周辺地区について、以下に定義する大規模行為を届出

が必要な行為と定めるとともに、景観形成を図るための景観形成基準を設定し、良好な景観まち

づくりに向けた誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ここで示す届出対象行為を行う場合は、景観行政団体の長（市長）への届出を必要とします。 

また、景観形成基準は、届出が必要な行為に対する基準となるとともに、届出が必要でない行為

についても景観まちづくりを進めるための基準とします。 

 

 

 

 

浜田漁港周辺地区における届出対象行為の概要 
 

建築物  高さ10ｍ又は建築面積500㎡を超えるもの 
 

工作物  垣（生垣を除く）、さく、塀、擁壁等：高さが5ｍを超えるもの 

プラント等：高さが10m又は築造面積500㎡を超えるもの 
 

プラント等は以下を対象とする 

・煙突、排気塔等 ・鉄筋コンクリート、造りの柱、金属製の柱等 

・電波塔、記念塔、物見塔等、高架水槽、冷却塔等 ・彫像、記念碑等 

・観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースター等 

・太陽光発電施設等 

・コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント等 

・石油・ガス・液化石油、ガス・穀物・飼料等を貯蔵し、又は処理する施設 

・汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設等 ・風力発電施設 
 

橋梁：全て 

自動車車庫の用に供する立体的施設：高さが10m又は築造面積500㎡を超えるもの 

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線等：高さ10mを超えるもの 

（これらの支持物を含む） 

広告板、広告塔、装飾塔等：表示面積25㎡を超えるもの 
 

開発行為  面積が3,000ｍ2を超えるもの、又は高さ及び長さがそれぞれ5m及び10mを超える法面 

若しくは擁壁を生じるもの 
 

その他  鉱物の掘採、土石等の採取：面積 3,000 ㎡を超えるもの、又は高さ及び長さがそれぞれ 5m

及び10mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積：高さ 5m又は面積 1,000㎡を超

えるもの 

水面の埋立て又は干拓：面積 3,000㎡を超えるもの、又は高さ及び長さがそれぞれ 5m及び

10mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの 

 

景観形成基準は、届出が必要でない行為についても、市民・事業者・行政による協働の景観

まちづくりを推進していくための指針となりますので、計画行為の検討に際して参考として

活用ください。 
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（１）共通事項 
 

 ここに示す景観形成基準は、届出が必要な行為に対する基準となるとともに、届出が必要でない行

為についても景観まちづくりを進めるための基準とします。 
 

基 準 

・周辺の景観との調和に配慮した景観まちづくりを基本とする。 

・複数の建築物、工作物及び屋外駐車場等を設ける場合には、施設間の調和に配慮すること。 

・行為の期間中は、敷地周囲の緑化や工事塀等による修景に工夫するとともに、周囲の道路

からの遮へいに努めること。 
 

・浜田漁港周辺地区は、古くから「水産都市はまだ」として栄えた漁港の風情が漂う浜田市を象徴する地区で

す。また、本地区は、県内外から多くの人が訪れる道の駅「ゆうひパーク浜田」から一望でき、海や夕日と

調和した景観上重要な地区であるため、この風情の維持・促進を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 周辺の景観に対し、突出した形態や色彩を避けるほか、敷地内縁辺部における植栽の配置

などにより、周辺景観との調和に配慮しているか。 

□ 周辺の家並みや街並みとの連続性や統一感の確保などの調和や、伝統的な赤瓦景観等の保

存・創造に配慮しているか。 
 

ゆうひパークからの眺望

浜田漁港

浜田漁港周辺地区の区域 マリン大橋

ゆうひパーク
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（２）建築物 

 

【届出対象行為：建築物】 

 景観形成に大きな影響を与える可能性がある次に示す行為を行う場合は、景観行政団体の長（市

長）への届出を必要とします。 

 

（１）建築物 

行為の種類 届出が必要となる行為の規模等 備考 

・建築物の新築、増築、改築又は

移転 

・外観を変更することとなる修繕、

模様替え、色彩の変更 

・高さ10ｍ又は建築面積500㎡を超えるもの（※１、２） 

※１：増築は、従前建築物全体が上記規模を超えるもの

で増築部分が 10 ㎡を超えるもの、又は増築の結

果上記規模を超えるもの 

※２：改築・修繕・模様替え・色彩の変更は、変更部分

が10㎡を超えるもの 

景観法 

第16条 

第1項 

第1号 

【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

・新築とは、建築物が建っていない敷地（更地）に建築物を建てること。 

・増築とは、建て増しや同一の敷地内での別棟の建設、階層の追加により、現在の床面積を増やすこと。 

・建築物の高さは、地盤面から最上部までの高さを対象。エレベーター塔などの突出部分は含むが、アンテ

ナや避雷針、フェンスなどの見通せるものは含まない。地盤面に段差や傾斜による高低差がある場合は平

均地盤面の高さを対象。 

・移転とは、同一の敷地内で建築物をそのままの状態で移動すること。別の敷地に移動する場合、元の敷地

では除却、移動先の敷地では新築（増築、改築）となる。実際、届出対象となる規模の建築物の移転は困

難。（工作物の移動は可能と考えられる） 

 

平
面
イ
メ
ー
ジ 

立
面
イ
メ
ー
ジ 

■増築 

（建築延べ面積の追加） 
■新築 ■増築 

（建物高さの追加） 

増築に伴う建築面積500㎡超 

又は建築延べ面積500㎡超 

増築 

増築 

増築に伴い 

高さ10m超 
高さ 

10m超 
高さ 

10m超 

増築面積： 

 10㎡超 
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【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

・改築とは、建築物の全部もしくは一部を除却し、用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建て替え

ること。従前のものと著しく異なる建築物を建てる場合は、「新築」または｢増築｣となる。 

・外観を変更することとなる修繕とは、建築物の外壁や屋根など外部から見える老化部分を、既存のものと

概ね同じ位置に、概ね同じ形状及び寸法で、概ね同じ材料を用いて造り替えること。 

・外観を変更することとなる模様替えとは、建築物の外壁や屋根など外部から見える部分を、既存のものと

異なる材料や仕様を用いて造り替えること。 

・外観を変更することとなる色彩の変更とは、建築物の外壁や屋根など外部から見える部分の色彩を変更す

ること。 

・外観の変更部分の面積（外壁の面積）は、鉛直方向の見付け面積（立面における面積）を対象とし、4方

向の各立面の合計面積となる。（シャッターや窓部分を含む） 

・外観の変更部分の面積（屋根の面積）は、鉛直方向の見付け面積（4 方向の各立面の面積の合計）、又は

水平投影面積（真上から見たときの面積）の広い方が対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平
面
イ
メ
ー
ジ 

立
面
イ
メ
ー
ジ 

■改築 

外観の変更（屋根） 

改築 

高さ 

10m超 
 

■外観を変更することとなる 

 修繕、模様替え、色彩の変更 

外観の変更：10㎡

超（4方向の各立面

の 合計面積） 

 

改修部分改修部分

外観の改修面積

改修部分改修部分

外観の改修面積
（水平投影面積）

外
観
の
改
修
面
積

（
垂
直
方
向
の
見
付
け
面
積
）

陸屋根の場合は、

水平投影面積が

対象面積となる。
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【景観形成基準：建築物】 

１）位置 

基 準 ・道路等の公共用地に接する敷地境界線からは、出来る限り後退させること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 敷地境界線から建築物までの距離に出来る限りゆとり（１ｍ以上のセットバックが望
ましい）を持たせ、圧迫感を与えないよう配慮しているか。 

□ 十分な距離を確保できない場合、敷地境界付近における植栽の設置や、建築物の上層
階を後退させるなどにより、圧迫感を与えないよう配慮しているか。 

 

基 準 
・敷地内に樹姿又は樹勢が優れた樹木がある場合は樹木の保護を図るとともに、建築物の
修景に樹木を活かすよう配慮すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 現存する優れた樹木の保護や道路等からの眺めに配慮した配置としているか。 

□ 樹木をそのまま保存できない場合は、敷地内での移植による保護を検討しているか。 
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基 準 ・山稜の近傍にあっては、稜線を乱さないように尾根から出来る限り低い位置とすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 背後の美しい山並み景観を出来る限り阻害しないよう配慮した配置としているか。 
□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点や景観形成軸、観光地等）から、美

しい山並みの眺望を妨げないよう配慮した配置としているか。 

 

基 準 
・歴史的建造物等の優れた景観資源に隣接する場合は、その保全に配慮した位置とするこ

と。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 周辺のまちなみとの調和や連続性の確保に配慮した配置としているか。 
□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点や景観形成軸、観光地等）から、歴

史的建築物等の眺望を妨げないよう配慮した配置としているか。 

景観づくりの基準
を配慮した場合

新たな建築物がまちなみの連続性を阻
害している
新たな建築物がまちなみの連続性を阻
害している

まちなみと調和した形態・意匠にできな
い場合は、後退させ塀や植栽等を工夫
まちなみと調和した形態・意匠にできな
い場合は、後退させ塀や植栽等を工夫

景観づくりの基準
を配慮した場合

敷地

主要な眺望点

敷地

主要な眺望点

背後の良好な資源景観が見渡せるよ
う、建築物の配置を工夫
背後の良好な資源景観が見渡せるよ
う、建築物の配置を工夫

建築物が、背後の景観資源である山並
みや寺社を隠している
建築物が、背後の景観資源である山並
みや寺社を隠している

  

景観づくりの基準
を配慮した場合

主要な眺望点
景観資源

主要な眺望点
景観資源

建築物が美しい山並みのスカイライン
を阻害している
建築物が美しい山並みのスカイライン
を阻害している

建築物を尾根から低い位置とすること
で山並みを保存
建築物を尾根から低い位置とすること
で山並みを保存
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２）規模 

基 準 
・主要な眺望地点からの眺望を妨げないよう配慮すること。 
・山稜の近傍にあっては、稜線を乱さないように出来る限り低い高さとすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

チェック 

項目 

□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点や景観形成軸、観光地等）からの眺
望を妨げないよう配慮した高さとしているか。 

□ 背後の美しい山並み景観を出来る限り阻害しないよう配慮した高さとしているか。 
□ 周辺のまちなみに対して、突出した高さとなっていないか。 

 

３）形態 

基 準 ・周辺の景観との調和に配慮し、圧迫感を与えないよう工夫すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 隣接する建築物などと比べて、際立った外観となっていないか。 
□ 歴史的なまちなみを形成している場所では、和風の外観（屋根や外壁）を用いるなど、

伝統的な赤瓦景観等の保存・創造に配慮しているか。 

周辺の建築物の形態や外観と合わせる
ことで、周辺景観との調和を図る
周辺の建築物の形態や外観と合わせる
ことで、周辺景観との調和を図る

景観づくりの基準
を配慮した場合

周辺の建築物に比べ際立った外観が、
周辺景観の統一感を阻害している
周辺の建築物に比べ際立った外観が、
周辺景観の統一感を阻害している

景観づくりの基準
を配慮した場合

新たな建築物が歴史的なまちなみの連
続性や統一感を阻害している
新たな建築物が歴史的なまちなみの連
続性や統一感を阻害している

和風の外観とすることで、歴史的なま
ちなみとの調和を図る
和風の外観とすることで、歴史的なま
ちなみとの調和を図る
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４）意匠 

基 準 

・外壁又は屋上に設ける施設は、露出させないようにし、建築物本体及び周辺の景観との

調和に配慮した意匠とすること。 

・屋上に設ける施設は、当該建築物との一体性を確保するよう配慮すること。 

ただし、やむを得ない場合には、主要な展望地又は道路からできる限り見えない位置に

設置すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

チェック 

項目 

□ 外壁部の屋外付帯施設・設備（屋外階段、ベランダ、配管等）は、目立たないように
形態意匠の工夫を行い、建築物本体及び周辺の景観との調和に配慮しているか。 

□ 屋上部の屋外付帯施設・設備（給水施設、屋外機等）は、目立たないように形態意匠
の工夫を行い、建築物本体及び周辺の景観との調和に配慮しているか。 

 

基 準 
・建築物に設置する看板及び広告塔は、必要最小限の大きさ及び設置箇所数にとどめると

ともに、建築物及び周辺の景観との調和に配慮すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 
 

チェック 

項目 

□ 看板及び広告塔は、必要最小限の大きさや箇所となるよう配慮しているか。 
□ また、建築物及び周辺の景観との調和に配慮したデザイン、色彩としているか。 

景観づくりの基準
を配慮した場合

配管や屋外階段等が露出され、建物の
外観が統一されていない
配管や屋外階段等が露出され、建物の
外観が統一されていない

配管や屋外階段等を建築物の内部に収
納し、外部への露出を避ける工夫
配管や屋外階段等を建築物の内部に収
納し、外部への露出を避ける工夫

景観づくりの基準
を配慮した場合

屋上設備等が道路等から見える位置に
設置されている
屋上設備等が道路等から見える位置に
設置されている

屋上設備が見えないよう、ルーバー等
で覆う工夫
屋上設備が見えないよう、ルーバー等
で覆う工夫

H A M A D A
H A M A D A

多様なデザイン・サイズの広告による煩
雑な広告塔が、周辺環境を阻害している
多様なデザイン・サイズの広告による煩
雑な広告塔が、周辺環境を阻害している

形態・意匠や規模、色彩などを統一・
調整し、周辺環境との調和を図る
形態・意匠や規模、色彩などを統一・
調整し、周辺環境との調和を図る

景観づくりの基準
を配慮した場合
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５）色彩 

基 準 
・屋根及び外壁は、周囲の景観と調和する落ち着きのある色彩を基調とすること。 

・屋上工作物の色彩は、建築物本体及び周辺景観との調和を図るものとすること。 

（基準のイメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 建築物の外観（屋根や外壁）の色彩は、周辺景観との調和に配慮した落ち着きのあるもの

を基調としているか。 

□ 屋上工作物の色彩は、建築物本体及び周辺景観との調和に配慮しているか。 

□ 赤や黄色等の目立つ色をアクセントカラーとして導入する場合は、各立面の面積の 20％

以内を目安とし、使用する色彩相互の調和、使用する量のバランスに工夫しているか。 
 

【色彩の基本目安（基準色）】  

 外観の基調色は、下表の値を基本目安とする。ただし、建築物の規模や機能、形態、周辺環境に応じ

て周辺の景観と調和するものと認められる場合は、この限りではない。 

詳細については、P32「３.色彩に関する基本的な考え方」を参照。 
 

色相 R(赤系) YR(黄赤系) Y(黄系) その他 

明度 9以下 

彩度 6以下 3以下 

 

基準色 

 

 

 
 

   

上に示す基本目安より落ち着いた色（明度、彩度の低い色）を使用 
 

※ 表中の色相、彩度及び明度は、日本工業規格 Z8721（マンセル表色系）に基づくものとする。なお、図の

色は印刷によるもので実際の色とは異なる場合がある。 

※ 木材や土壁等の自然素材、金属板、スレート、ガラスなどの素材色は、適用を除外する。 

※ 建築物の一部に使用するアクセントカラーなどは、この限りではない。 

景観づくりの基準
を配慮した場合

屋上工作物の色彩が目立ち、周辺の景
観を阻害している
屋上工作物の色彩が目立ち、周辺の景
観を阻害している

落ち着きのある色彩を使用する他、ル
ーバー等で覆う工夫
落ち着きのある色彩を使用する他、ル
ーバー等で覆う工夫

景観づくりの基準
を配慮した場合●●モール ●●モール

商業施設等における強調色（アクセントカラー）
が目立ち過ぎ、周辺の景観を阻害している

商業施設等における強調色（アクセントカラー）
が目立ち過ぎ、周辺の景観を阻害している

強調色（アクセントカラー）の使用割合を
少なくし、周辺の景観との調和を図る
強調色（アクセントカラー）の使用割合を
少なくし、周辺の景観との調和を図る

景観づくりの基準
を配慮した場合

屋根や外壁部の色彩が目立ち、周辺の
景観を阻害している
屋根や外壁部の色彩が目立ち、周辺の
景観を阻害している

落ち着きのある色彩の使用により、周
辺の景観との調和を図る
落ち着きのある色彩の使用により、周
辺の景観との調和を図る

５Ｒ 8/5 ５YR 8/5 ５Y 9/5 ５GY 9/3 ５BG 8/3 ５RＰ8/3 ５ＰＢ8/3 
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６）素材 

基 準 
・地域の優れた景観を特徴づける素材の活用に配慮すること。 

・外壁等の材質は、できる限り耐久性に優れ、維持管理の容易なものとすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

チェック 

項目 

□ 周辺の建築物に合わせた素材や材料が用いられているか。 
□ 歴史的なまちなみを形成している場所では、屋根材に石州赤瓦を用いるなど、伝統的

な赤瓦景観等の保存・創造に配慮しているか。 
□ 長い期間にわたってその性能や様相を保つことができる質の高い素材・材料を用いて

いるか。 

 

７）緑化 

基 準 

・敷地内においては、できるだけ緑化に努めること。 

・優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その保全に

配慮した緑化に努めること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

チェック 

項目 

□ 建築物から受ける圧迫感などを和らげるよう緑化に配慮しているか。 
□ 塀や柵についても、緑化や意匠の工夫により周辺景観との調和に配慮しているか。 

周辺の建築物の素材・材料と合わせる
ことで、周辺景観との調和を図る
周辺の建築物の素材・材料と合わせる
ことで、周辺景観との調和を図る

景観づくりの基準
を配慮した場合

周囲とは異なる素材・材料の建築物が
周辺景観を乱している
周囲とは異なる素材・材料の建築物が
周辺景観を乱している

景観づくりの基準
を配慮した場合

道路沿いの無機質な塀が、周辺景観を
阻害している
道路沿いの無機質な塀が、周辺景観を
阻害している

緑地帯等のゆとりある空間を設けるこ
とで周辺景観との調和を図る
緑地帯等のゆとりある空間を設けるこ
とで周辺景観との調和を図る
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８）その他 

基 準 
・屋外駐車場は、できる限り出入口を限定するとともに、生け垣、塀、柵等を設け、安全

上支障のない範囲で道路から直接見通せないよう配慮すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 駐車場利用者の安全性に配慮しつつ、周辺からの眺めに配慮しているか。 

 

基 準 ・屋外照明は、過剰な光量とならないよう配慮すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 極端に刺激性のあるものを避け、周辺景観と調和するよう工夫しているか。 

□ 過剰な光が散乱しないよう周辺環境に配慮しているか。  

 

基 準 
・空気調和設備等の屋外機及びバルコニーの物干し金物の位置を工夫すること。 

・アンテナを共同化するよう努めること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ ベランダやバルコニーは、建築物本体とのバランスに配慮するとともに、物干場や設備

などが通りから見えないよう工夫しているか。 

□ アンテナ類は、可能な限り共有化を図り、すっきりとしているか。 

過剰な光が周囲に散乱し、歩行者等に
不快感を与えている
過剰な光が周囲に散乱し、歩行者等に
不快感を与えている

周辺景観と調和するよう、配置や向
き、光量等に配慮する
周辺景観と調和するよう、配置や向
き、光量等に配慮する

景観づくりの基準
を配慮した場合
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（３）工作物 

【届出対象行為：工作物】 

行為の種類 届出が必要となる行為の規模等 備考 

・
工
作
物
の
新
築､

増
築
、
改
築
又
は
移
転 

・
外
観
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
修
繕
、
模
様
替
え
、
色
彩
の
変
更 

・垣（生垣を除く）、 

さく、塀、擁壁等 

・高さが５ｍを超えるもの（※１、２） 

 

※１：増築は、従前建築物全体が上記規模を超えるもので増築部分

が10㎡を超えるもの、又は増築の結果上記規模を超えるもの 

※２：改築・修繕・模様替え・色彩の変更は、変更部分が 10 ㎡を

超えるもの 

 

参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

 

 

景観法 

第16条 

第1項 

第2号 

・煙突、排気塔等 

・鉄筋コンクリート 

造りの柱、金属製の 

柱等 

・電波塔、記念塔、 

物見塔等 

・高架水槽、冷却塔等 

・彫像、記念碑等 

・観覧車、飛行塔、 

メリーゴーラウンド、 

ウォーターシュート、 

コースター等 

・太陽光発電施設等 

・コンクリートプラント、

アスファルトプラント、

クラッシャープラント

等 

・石油・ガス・液化石油 

ガス・穀物・飼料等を貯

蔵し、又は処理する施設 

・汚水処理施設、汚物処理

施設、ごみ処理施設等 

・風力発電施設 

・高さが10ｍ又は築造面積が500㎡を超えるもの 

 （※３、４、５、６） 

 

※３：増築は、従前建築物全体が上記規模を超えるもので増築部分

が10㎡を超えるもの、又は増築の結果上記規模を超えるもの 

※４：改築・修繕・模様替え・色彩の変更は、変更部分が 10 ㎡を

超えるもの 

※５：工作物が建築物と一体となって設置される場合は、当該工作

物の上端の高さが地盤面から10ｍを超えるもの 

※６：太陽光発電施設にあっては、設置面積の合計が500㎡を超え

るもの 

（太陽光発電施設は、同一敷地若しくは一団の土地又は海上に設置

するものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものは、建

築物の外観の変更に該当する。） 

 

【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高
さ
5
ｍ
超 

[擁壁] 

高
さ
5
ｍ
超 

[塀] 

[プラント類] [高架水槽] 

又は築造面積500㎡超 

高
さ
10
ｍ
超 

高
さ
10
ｍ
超 
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行為の種類 届出が必要となる行為の規模等 備考 

・
工
作
物
の
新
築､

増
築
、
改
築
又
は
移
転 

・
外
観
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
修
繕
、
模
様
替
え
、
色
彩
の
変
更 

・橋梁 ・全て（※７） 

※７：専ら自己の居住の用に供する一戸建住宅専用のものを除く 

 

 

 

 

景観法 

第16条 

第1項 

第2号 

・自動車車庫の用に供

する立体的施設 

・高さが10ｍ又は築造面積が500㎡を超えるもの（※８） 

※８：工作物が建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の

上端の高さが地盤面から10ｍを超えるもの 

【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

 

 

・電気供給のための電

線路、有線電気通信

のための線路、空中

線等（これらの支持

物を含む） 

・高さ10ｍを超えるもの（※９） 

※９：支持物が建築物と一体となって設置される場合は、支持物の上端

の高さが地盤面から10ｍを超えるもの 

【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

 

 

・広告板、広告塔、装

飾塔等 

 

 

・表示面積25㎡を超えるもの 

【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

 

 

 

[電線路と鉄塔] 

高
さ
10
ｍ
超 

屋上広告物 広告板・広告塔

壁面広告物
面積が25㎡超の場合は対象

面積が25㎡超の場合は対象 面積が25㎡超の場合は対象

※面積は1方向での最大面積が対象

高
さ
10
ｍ
超 

又は築造面積500ｍ2超 

[立体駐車場] 

Ｐ
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【景観形成基準：工作物】 

１）位置 

基 準 
・周辺との調和を考えた釣合いのよい配置とすること。 

・道路等の公共用地に接する敷地境界線からは、できるだけ大きく後退すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 敷地境界線から工作物までの距離に出来る限りゆとりを持たせ、圧迫感を与えないよ

う配慮しているか。 

□ 十分な距離を確保できない場合、敷地境界付近における植栽の設置などにより、圧迫

感を与えないよう配慮しているか。 

※携帯電話の基地局については、島根県にて「携帯電話基地局の設置に関する指針（H19.10）」が設けられてお

りこれを参照のこと（P19 ） 

後退

植栽

道路
境界

工作物の壁面を後退させることで、圧
迫感を軽減
工作物の壁面を後退させることで、圧
迫感を軽減

道路
境界

景観づくりの基準
を配慮した場合

道路付近まで工作物が迫り、歩行者に
圧迫感を与えている
道路付近まで工作物が迫り、歩行者に
圧迫感を与えている
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※工作物が携帯電話の基地局の場合（視点場 : 高速道路、国道、主要地方道等） 

（ 出典 : 携帯電話基地局の設置に関する指針 平成19年10月 島根県土木部都市計画課景観政策室 ） 

1.主要な道路からの離隔距離を確保する 

■鉄塔式                    ■鋼管柱及びコンクリート柱 

 

 

 

 

 

L ≧ H                     L ≧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.主要な道路の直線区間進行方向への設置（適用基地局：鉄塔）を避ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平距離Ｌ(Ｌ≧ )
Ｈ
２

高さＨ

基地局高さ以上、道路（舗装された範囲）から離

れた位置に設置するよう努める。 

ただし、地形条件等やむを得ない場合や基地局が

目立たない場合を除く。 

基地局高さの２分の 1 以上、道路（舗装された範

囲）から離れた位置に設置するよう努める。 

ただし、地形条件等やむを得ない場合や基地局が

目立たない場合を除く。 

H 

2 

 

 

2 

道路の直線区間（概ね20ｍ以上）

進行方向への設置を避けるよう

努める。 

ただし、地形条件等やむを得な

い場合や基地局が目立たない場

合を除く。 

・適用する範囲は、直線区間の終わり付近を視点場として、水平視角概ね20°の範囲内とする。

ただし、道路縦断の凹凸が激しい場合には、標高の最も高い地点を視点場とする 

・水平視角概ね20°の範囲内へ設置する場合は、２）規模 の携帯電話基地局の項目を適用する。 

L : 道路から基地局までの距離（m） 

H : 基地局高さ（m） 

L : 道路から基地局までの距離（m） 

H : 基地局高さ（m） 

主要な道路（国道、主要地方道等） 

主要な道路（国道等） 

視点場は、走行車線の概ね中心位置 
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基 準 ・樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合には、これを修景に生かせるように配慮すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 現存する優れた樹木の保護や道路等からの眺めに配慮した配置としているか。 

□ 樹木をそのまま保存できない場合は、敷地内での移植による保護を検討しているか。 

 

基 準 ・山稜の近傍にあっては、稜線を乱さないよう、尾根からできるだけ低い位置とすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 背後の美しい山並み景観を出来る限り阻害しないよう配慮した配置としているか。 

□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点や景観形成軸、観光地等）から、美

しい山並みの眺望を妨げないよう配慮した配置としているか。 

 

景観づくりの基準
を配慮した場合

主要な眺望点 主要な眺望点

工作物が美しい山並みのスカイライン
を阻害している
工作物が美しい山並みのスカイライン
を阻害している

工作物を尾根から低い位置とすること
で山並みを保存
工作物を尾根から低い位置とすること
で山並みを保存
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基 準 

・歴史的建造物等の優れた景観資源に隣接する場合には、その景観保全に配慮した位置と

すること。 

・地域の優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その

保全に配慮した位置とすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

チェック 

項目 

□ 周辺のまちなみとの調和や連続性の確保に配慮した配置、景観資源への影響を抑えた

配置としているか。 

□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点や景観形成軸、観光地等）から、歴

史的建築物等の眺望を妨げないよう配慮した配置としているか。  

景観づくりの基準
を配慮した場合

工作物が周辺の歴史的まちなみを阻害
している
工作物が周辺の歴史的まちなみを阻害
している

道路など外部からの眺めに配慮して後
退させるとともに、塀や植栽等を工夫
道路など外部からの眺めに配慮して後
退させるとともに、塀や植栽等を工夫

景観資源 景観資源 離す景観づくりの基準
を配慮した場合

景観資源からできる限り離して配置す
る工夫
景観資源からできる限り離して配置す
る工夫

景観資源に工作物が隣接し、周辺のま
ちなみを阻害している
景観資源に工作物が隣接し、周辺のま
ちなみを阻害している

景観資源 景観資源 離す

景観資源からできる限り離して配置す
る工夫
景観資源からできる限り離して配置す
る工夫

景観資源に広告塔類が隣接し、周辺の
まちなみを阻害している
景観資源に広告塔類が隣接し、周辺の
まちなみを阻害している

景観づくりの基準
を配慮した場合
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２）規模 

基 準 
・景観形成上重要な地域においては、主要な展望地からの眺望を著しく妨げることのない

よう配慮すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 主要な眺望点（公共の場や集客拠点、交通結節点や景観形成軸、観光地等）からの眺

望を妨げないよう配慮した高さとしているか。 

□ 背後の美しい山並み景観を出来る限り阻害しないよう配慮した高さとしているか。 

□ 周辺のまちなみに対して、突出した高さとなっていないか。 

□ 大きさについても周辺の景観との調和に配慮しているか。 

●●●

●●百貨店

●●百貨店

●●●

広告塔類が周囲の建造物より高く目立
ち過ぎ、周辺景観を阻害している
広告塔類が周囲の建造物より高く目立
ち過ぎ、周辺景観を阻害している

周辺の建造物の高さより低くすること
で、周辺景観との調和を図る
周辺の建造物の高さより低くすること
で、周辺景観との調和を図る

景観づくりの基準
を配慮した場合

景観づくりの基準
を配慮した場合

工作物を出来る限り低くすることで、
周辺景観との調和を図る
工作物を出来る限り低くすることで、
周辺景観との調和を図る

工作物が周辺の樹林地や建築物等より
突出している
工作物が周辺の樹林地や建築物等より
突出している

※携帯電話の基地局については、島根県にて「携帯電話基地局の設置に関する指針（H19.10）」が設け

られており、以下の概要の他、これを参照のこと。 

≪明瞭な視覚で捉えることのできる規模を避ける。≫ 

 
■視点場（展望地及び景観資源）から見える基地局の

仰角を概ね１°以下にする（背景が空の場合、山の

場合、目立たない場合それぞれ基準あり。詳細は

下記の島根県の指針にて確認。） 

■視点場（展望地及び景観資源）から見える高さ（樹木

等で隠れている部分は除く）の６０倍以上の距離を

設ける。 
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３）形態 ４）意匠 

基 準 

・周辺景観との調和に配慮し、全体的に違和感のないまとまった形態とするとともに、意

匠を工夫すること。 

・地域の優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その

保全に配慮した形態又は意匠とすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 隣接する建築物や周辺景観に比べ、際立った外観となっていないか。 

□ 目隠しや緑化等の工夫により周辺景観との調和に配慮しているか。 

□ 隣接する建築物や周辺景観との調和に配慮し、違和感の生じない形態としているか。 

□ 周辺景観を圧迫するような過大な広告は避け、縮小・集約に配慮しているか。 

 

景観づくりの基準
を配慮した場合

周辺の建築物に比べ際立った外観が、
周辺景観の統一感を阻害している
周辺の建築物に比べ際立った外観が、
周辺景観の統一感を阻害している

周辺の建築物の形態や外観と合わせたり、目
隠し等の工夫により、周辺景観との調和を図る
周辺の建築物の形態や外観と合わせたり、目
隠し等の工夫により、周辺景観との調和を図る

百円ＳＨＯＰ

うどん・そば

おもちゃ
ＨＯＢＢＹ

生 鮮 食 品

レディース衣料

HAMADAH A M A D A H A M A D A
百円ＳＨＯＰ

うどん・そば

おもちゃＨＯＢＢＹ

生 鮮 食 品

レディース衣料

多様なデザイン・サイズの広告による煩
雑な広告塔が、周辺環境を阻害している
多様なデザイン・サイズの広告による煩
雑な広告塔が、周辺環境を阻害している

形態・意匠や規模、色彩などを統一・
調整し、周辺環境との調和を図る
形態・意匠や規模、色彩などを統一・
調整し、周辺環境との調和を図る

景観づくりの基準
を配慮した場合
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５）色彩 

基 準 

・けばけばしい色彩とせず、原色や突出色の使用をしないこと。 

・落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮すること。 

・優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その保全に

配慮した色彩とすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 工作物の色彩は、明度と彩度を抑え、周辺景観との調和に配慮した落ち着きのあるものを

基調としているか。 

□ 出来る限り使用する色を少なくし、最も大切にしたい色彩以外は、落ち着いた色彩とする

など、周辺景観との調和に配慮しているか。 

□ 隣接する建築物や周辺景観との調和に配慮し、明度や彩度を抑えた色彩を基調色としてい

るか。 

□ 赤や黄色等の目立つ色をアクセントカラーとして導入する場合は、各立面の面積の 20％

以内を目安とし、使用する色彩相互の調和、使用する量のバランスに工夫しているか。 

景観づくりの基準
を配慮した場合

落ち着きのある色彩の使用により、周
辺の景観と調和
落ち着きのある色彩の使用により、周
辺の景観と調和

彩度の高い色彩の使用により、周囲か
ら突出している
彩度の高い色彩の使用により、周囲か
ら突出している

景観づくりの基準
を配慮した場合

●●パーキング ●●パーキング

工作物における強調色（アクセントカラー）が

目立ち過ぎ、周辺の景観を阻害している

工作物における強調色（アクセントカラー）が

目立ち過ぎ、周辺の景観を阻害している
強調色（アクセントカラー）の使用割合を
少なくし、周辺の景観との調和を図る
強調色（アクセントカラー）の使用割合を
少なくし、周辺の景観との調和を図る

H A M A D A HAMADA

H
A
M
A
D
A

基調色に際立つ色彩を使用しているた
め、広告全体が目立ち過ぎている
基調色に際立つ色彩を使用しているた
め、広告全体が目立ち過ぎている

景観づくりの基準
を配慮した場合

H A M A D A H
A
M
A
D
A

H A M A D A

落ち着いた基調色と強調色（アクセントカラー）の
工夫により全体としてまとまりのある景観を演出
落ち着いた基調色と強調色（アクセントカラー）の
工夫により全体としてまとまりのある景観を演出

基調色と文字の色を反転させる 

縁を設けて強調色を少なくする 

色数を少なくする。また、基調色を落ち着い
た色に変更する 
                 など 

１ 

２ 

３ 

１ 
２ 

３ 
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【色彩の基本目安（基準色）】 

 外観の基調色は、下表の値を基本目安とする。ただし、工作物の規模や機能、形態、周辺環境に応じ

て周辺の景観と調和するものと認められる場合は、この限りではない。 

詳細については、P32「３.色彩に関する基本的な考え方」を参照。 
 

色相 R(赤系) YR(黄赤系) Y(黄系) その他 

明度 9以下 

彩度 6以下 3以下 

 

基準色 

 

 

 
 

   

上に示す基本目安より落ち着いた色（明度、彩度の低い色）を使用 
 

※ 表中の色相、彩度及び明度は、日本工業規格 Z8721（マンセル表色系）に基づくものとする。なお、図の

色は印刷によるもので実際の色とは異なる場合がある。 

※ 木材や土壁等の自然素材、金属板、スレート、ガラスなどの素材色は、適用を除外する。 

※ 建築物の一部に使用するアクセントカラーなどは、この限りではない。 

 

６）素材 

基 準 
・地域の優れた景観を特徴づける素材の活用に配慮すること。 

・材質は、できる限り耐久性に優れ、維持管理の容易なものとすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 周辺の建築物に合わせた素材や材料が用いられているか。 

□ 長い期間にわたってその性能や様相を保つことができる素材・材料を用いているか。 

 

７）緑化 

基 準 
・敷地内はできる限り緑化するとともに、敷地の境界を囲う場合には、生け垣等の植栽に

努めること。 

・樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合には、修景に生かすよう配慮すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

チェック 
項目 

□ 工作物から受ける圧迫感などを和らげるよう緑化に配慮しているか。 

□ 塀や柵についても、緑化や意匠の工夫により周辺景観との調和に配慮しているか。 

 

周辺の建築物の素材・材料と合わせる
ことで、周辺景観との調和を図る
周辺の建築物の素材・材料と合わせる
ことで、周辺景観との調和を図る

景観づくりの基準
を配慮した場合

周囲とは異なる素材・材料の工作物が
周辺景観を乱している
周囲とは異なる素材・材料の工作物が
周辺景観を乱している

景観づくりの基準
を配慮した場合

緑地帯等のゆとりある空間を設けるこ
とで周辺景観との調和を図る
緑地帯等のゆとりある空間を設けるこ
とで周辺景観との調和を図る

無機質な塀や工作物が、周辺景観を阻
害している
無機質な塀や工作物が、周辺景観を阻
害している

５Ｒ 8/5 ５YR 8/5 ５Y 9/5 ５GY 9/3 ５BG 8/3 ５RＰ8/3 ５ＰＢ8/3 
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（４）開発行為及びその他 

【届出対象行為：開発行為】 

行為の種類 届出が必要となる行為の規模等 備考 

・都市計画法第４条第 12項に規

定する開発行為 

・面積が 3,000㎡を超えるもの、又は高さ及び長さがそれ

ぞれ５ｍ及び 10ｍを超える法面若しくは擁壁を生じる

もの 

【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

景観法 

第16条 

第1項 

第3号 

【届出対象行為：その他】 

行為の種類 届出が必要となる行為の規模等 備考 

・鉱物の掘採、土石等の採取 ・面積が 3,000㎡を超えるもの、又は高さ及び長さがそれ

ぞれ５ｍ及び 10ｍを超える法面若しくは擁壁を生じる

もの 

【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

景観法 

第16条 

第1項 

第4号 

・屋外における土石、廃棄物、再

生資源、その他物件の堆積 
・高さ５ｍ又は面積1,000㎡を超えるもの 

【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

 

 

・水面の埋立て又は干拓 ・面積が 3,000㎡を超えるもの、又は高さ及び長さがそれ

ぞれ５ｍ及び 10ｍを超える法面若しくは擁壁を生じる

もの 

【参考図：届出が必要となる行為の規模等】 

 

 

 

長さ 10ｍ超 

高
さ
5
ｍ
超 

又は面積3,000㎡超 

又は面積3,000㎡超 

高
さ
5
ｍ
超 

又は面積1,000㎡超 

高
さ
5
ｍ
超 

又は面積1,000㎡超 

高
さ
5
ｍ
超 

又は面積3,000㎡超 

長さ 10ｍ超 
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【景観形成基準：開発行為】 

１）変更後の形状 

基 準 

・極端な形質の変更が行われないように工夫するとともに、変更後の地形が周辺地形と調

和が図られるよう配慮すること。 

・土地の形質の変更によって、大きな法面・擁壁が生じないように努めること。ただし、

やむを得ない場合には、次のことを工夫すること。 

①法面は、緑化可能な勾配とすること。 

②擁壁は、周辺の景観と調和した形態及び素材とすること。 

・敷地内の区画割等の形状については、将来、施設が立地した場合においても、周辺景観

との調和が図られる形状となるように努めること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

チェック 

項目 

□ 周囲の景観との調和に配慮されているか。 

□ 敷地内に積極的に緑化を図っているか。 

□ 出来る限り、長大な法面、擁壁などを生じさせないよう工夫を行っているか。 

 

２）緑化 

基 準 ・行為を終了した箇所から速やかに自然植生と調和した緑化等により修景を行うこと。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 
 
 

チェック 

項目 

□ 樹木の保全に配慮した開発としているか。 

□ 現存する優れた樹木の保全・活用に配慮した開発としているか。 

□ 大きな法面や擁壁などは分割を行い、圧迫感や威圧感を軽減するよう努めているか。 
 

景観づくりの基準
を配慮した場合

巨大な擁壁が、周辺景観に圧迫感を与
えている
巨大な擁壁が、周辺景観に圧迫感を与
えている

法面との組み合わせにより、擁壁高さ
を低くし、圧迫感を軽減
法面との組み合わせにより、擁壁高さ
を低くし、圧迫感を軽減
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【景観形成基準：その他】 

１）鉱物の掘採、土石等の採取 

①採取又は掘採の方法 

基 準 

・周辺の景観を乱さないような方法とすること。 

・優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その保全に

配慮した方法とすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 主要な眺望点からの位置を確認し、景観への配慮を行っているか。 

 

 

②遮へい 

基 準 

・敷地周辺の緑化に努める等周辺の道路等からの遮へいに配慮すること。 

・優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その保全に

配慮した遮へい措置を講ずること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 周囲の景観との調和に配慮されているか。 

□ 敷地内に積極的に緑化を図っているか。 

□ できる限り、長大な法面、擁壁などを生じさせないよう工夫を行っているか。 

主要な眺望点主要な眺望点

景観づくりの基準
を配慮した場合

優れた景観資源の背景からできるかぎ
り隠す
優れた景観資源の背景からできるかぎ
り隠す

優れた景観資源の背景に土石の採取が
見える
優れた景観資源の背景に土石の採取が
見える
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③事後措置 

基 準 

・採取又は掘採後の法面等は、周辺の景観との調和に配慮し、緑化に努めること。 

・優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その保全に

配慮した緑化に努めること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 採取又は掘採後の法面等は、周辺の景観との調和に配慮されているか。 

□ できる限り、緑化を図っているか。 

 

２）土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積 

①堆積の方法 

基 準 
・道路等の公共用地に接する敷地境界線からはできる限り遠隔地から堆積を始めること。 

・積み上げに際しては、できるだけ整然とした堆積とすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 敷地境界線からできる限り距離をとるよう配慮しているか。 

□ 積み上げは、できる限り整然としているか。 

 

基 準 
・優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その保全に

配慮した堆積とすること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 主要な眺望地からの見え方を確認し、行為地の場所を工夫しているか。 

□ やむを得ず見える場合は、範囲を狭めたり植栽を施す等の配慮を行っているか。 

主要な眺望点 主要な眺望点

景観づくりの基準
を配慮した場合

優れた景観資源の背景からできるかぎり離

して整然と置き、植栽等で遮へいする

優れた景観資源の背景からできるかぎり離

して整然と置き、植栽等で遮へいする
優れた景観資源の背景に無造作に積ま
れた土石・廃棄物等が見える
優れた景観資源の背景に無造作に積ま
れた土石・廃棄物等が見える
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②遮へい 

基 準 

・敷地外からの出入口は、できる限り限定すること。 

・敷地周囲の緑化に努める等周囲の道路等からの遮へいに配慮すること。 

・優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その保全に

配慮した遮へい措置を講ずること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 出入口は、できる限り限定するよう工夫されているか。 

□ 緑化や仮囲いなどにより周囲からの遮蔽に配慮しているか。 

 

道路から土石・廃棄物等が見える道路から土石・廃棄物等が見える

景観づくりの基準
を配慮した場合

植栽により周辺景観に配慮して遮へい
する
植栽により周辺景観に配慮して遮へい
する

塀により周辺景観に配慮して遮へいす
る
塀により周辺景観に配慮して遮へいす
る
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３）水面の埋立て又は干拓 

基 準 

・うるおいある自然景観をもたらす自然の水面は、できる限り保全・活用するよう努める

こと。 

・埋立て又は干拓に当たっては、護岸、堤防等は、周辺の景観と調和するよう形態、素材

等を工夫すること。 

（基準のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

項目 

□ 良好な自然の水面は、できる限り保全する配慮が行われているか。 

□ 護岸、堤防等は、周辺の景観と調和するよう配慮しているか。 

 

 

無機質なコンクリートの護岸が周辺の
景観にそぐわない
無機質なコンクリートの護岸が周辺の
景観にそぐわない

隣接する海岸との連続性を踏まえて石
積み護岸を採用し，周辺景観と調和
隣接する海岸との連続性を踏まえて石
積み護岸を採用し，周辺景観と調和

景観づくりの基準
を配慮した場合
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（５）届出の適用除外 

 

（１）～（４）に示した「届出が必要となる行為の規模等」に満たない行為のほか、次に掲げる

行為については届出の適用除外となります。 

 

○通常の管理行為、軽易な行為 

 

○仮設の建築物又は工作物に係る行為 

 

○改築で外観の変更を伴わないもの 

 

○地盤面下又は水面下における行為 

 

○非常災害のための必要な応急措置とし

て行う行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下駐車場 

仮設の建築物 



３．色彩に関する基本的な考え方 

 

 

32 

３．色彩に関する基本的な考え方 
 

１）色彩選定の視点について 

 

 

良好な景観形成を図る上で、色彩は特に重要な要素の１つです。建築物や工作物の外観の色彩は、周

辺景観に対して目立つ色の使用は避け、落ち着きのある色彩を基調とすることを基本とします。 

目立つ色とは、周辺の景観との調和を乱す色彩を指します。また、落ち着いた色彩とは、空や樹木の

緑、土や水などの自然の色と馴染みやすい、暖色系（暖かい感じを与える色：赤・黄赤・黄系）で鮮や

かさを抑えた色を基本とします。 

 

２）色彩の表現と基本目安について 
 

一般的に色彩は、赤や青などの色名で表現され

ますが、色の捉え方には個人差があり、ひとつの

色を正確かつ客観的に表すことはできません。 

そのため、本ガイドラインでは、推奨する色彩

の基本目安をマンセル値により示すこととします。 

なお、マンセル値とは、色を 3つの属性（色相・

明度・彩度）に分けて数値表現した体系です。 

 

■色相（色あい） 

・１０種の基本色の頭文字をとったアルファベッ

ト【例：Ｒ（赤）】とその度合いを示す数字を組

み合わせ、１０Ｒや５Ｙなどのように表します。 

 

 

 

 
 

■明度（明るさの度合い） 

・明るさの度合いを０～１０程度までの数値で表し

たもので、明るい色ほど数値が大きくなります。 

 

 

 

■彩度（あざやかさの度合い） 

あざやかさの度合いを０～１６程度までの数値で

表したもので、数値が大きいほどあざやかな色を

表します。例えば、白、黒、グレーなどの色の彩

度は０、赤の原色の彩度は１４程度です。 

 

 

 

 

 

 

明度

明るい

暗い

彩度
おだやか あざやか

: ５ Ｒ

マンセル値

の表記
５ Ｒ ８ ／ ４
色相 彩度明度

明度

明るい

暗い

彩度
おだやか あざやか

: ５ Ｒ

明度

明るい

暗い

明度

明るい

暗い

彩度彩度
おだやか あざやか

: ５ Ｒ

マンセル値

の表記
５ Ｒ ８ ／ ４
色相 彩度明度

マンセル値

の表記
５ Ｒ ８ ／ ４
色相 彩度明度

周辺景観に対して目立つ色の使用は避け、落ち着きのある色彩を基調とする 

【基本目安】 

・全ての基本色を使用可能とします。 

・ただし、暖色系（赤・黄赤・黄系）を基本に、

明度と彩度を抑えてください。 

【基本目安】 

・明度9以下を使用可能とします。 

【基本目安】 

・暖色系（赤・黄赤・黄系）は、彩度6以下を

使用可能とします。 

・暖色系以外の色は、彩度3以下を使用可能と

します。 

R
赤 YR

黄赤

Y
黄

GY
黄緑

G
緑BG

青緑

B
青

PB
青紫

P
紫

RP
赤紫

各色相を1～10に
分割し、全体で
100色相の色循環

5R
10R

5YR

10YR

5Y

10Y

5GY

10GY

5G

10G
5BG

10BG

5B

10B

5PB

10PB

5P

10P

5RP

10RP

□色相（マンセル色相環） 

□マンセル表色系の読み方 

□マンセル表色系の仕組み 
白

黒

9/

5P

5RP

5R

5YR

5Y

5GY

5BG

5B

5PB 8/

7/

6/

5G

明
度

彩度

色
相

4/

3/

2/

1/

5/8 5/6 5/4 5/2 5/2 5/4 5/6 5/8 5/10 5/125/14
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３）推奨する色彩の基本目安の範囲 
 

外観の基調色は、下表の値を基本目安とします。ただし、建築物等の規模や機能、形態、周辺環境に
応じて周辺の景観と調和するものと認められる場合は、この限りではありません。 

 

色相 R(赤系) YR(黄赤系) Y(黄系) その他 

明度 9以下 

彩度 6以下 3以下 

 

基準色 

 

 

 
 

   

上に示す基本目安より落ち着いた色（明度、彩度の低い色）を使用 

 

※ 表中の色相、彩度及び明度は、日本工業規格 Z8721（マンセル表色系）に基づくものとする。なお、図の

色は印刷によるもので実際の色とは異なる場合がある。 

※ 木材や土壁等の自然素材、金属板、スレート、ガラスなどの素材色は、適用を除外する。 

※ 建築物の一部に使用するアクセントカラーなどは、この限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５Ｒ 8/6 ５YR 8/6 ５Y 9/6 ５GY 9/3 ５BG 8/3 ５RＰ8/3 ５ＰＢ8/3 

建築物等の外壁基調色として望ましい色彩の範囲建築物等の外壁基調色として望ましい色彩の範囲建築物等の外壁基調色として望ましい色彩の範囲

※色彩については、「しまね景観色彩ガイドライン（島根県：平成12年度）」にて右の15種類の景観分類に 
から、推奨色を
示しており、こ
れを併せて参照
のこと 



３．色彩に関する基本的な考え方 

 

 

34 

４）しまね景観色彩ガイドラインの使い方 

 

《ガイドラインの位置づけと適用範囲》 

●「しまね景観色彩ガイドライン」では、島根県や地域の景観的特色を生かし、施設の種類ごとにそ

れぞれの部位にふさわしい具体的な色彩（推奨色）や色彩設計の考え方を示します。 

●本ガイドラインは、「ふるさと島根の景観づくり条例」により規定される施設に対する具体的な色

彩指針であり、景観づくり条例の適用対象から除外されている施設に対しては、直接適用されるも

のではありません。 

 

《ガイドラインの構成》 
第１章 ガイドラインの概要                              

・位置づけや役割、活用方法 

・島根県における景観の色彩設計 の考え方 

 

第２章 しまね色彩マップ                               

・県内にみられる優良な景観色彩事例の紹介 

・島根県の景観の基調を成す鉱物や植物の色や歴史的建造物の色彩の特徴 

 

第３章 推奨色の検索ガイド                              

・検討施設に対する推奨色やその色彩設計の考え方を求める手順 

 

第４章 地域別の色彩選定の考え方と推奨色                       

・立地場所（景観タイプ）ごとに、色彩設計の考え方と推奨色の範囲とその中から抜

粋した色 

 

第５章 代表的施設の推奨色                              

・「島根県公共事業等景観形成指針」及び「島根県大規模行為景観形成基準」に記載さ

れた各施設のうち、多く建設される施設について、推奨色の考え方と色彩設計事例

を示す。 

 

第６章 景観形成地域における推奨色                          

・景観形成地域における施設の推奨色 

 

第７章 ワンポイント                                 

・景観色彩を検討する際に必要となる色の表し方や、色彩調和理論といった色彩の基

礎知識 

 

《しまね景観づくりの色彩設計法の基本的な考え方》 

 

●良好な既存景観を生かす 

●既存景観の特徴を把握する 

●「良好な景観」を守り育むための色彩範囲を使う 

●色彩指針の推奨色を外れるケースの場合、適切なコンセプトの設定と一般的な景観色

彩設計手順によって計画する 
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参考例 

 

≫島根県浜田市殿町にある自宅の屋根を葺き替える場合、良好な景観色彩づくりのためにふ

さわしい瓦の色を選ぶには。 
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４．届出に必要な書類一覧 

 

１）建築物及び工作物 
 

 大規模な行為（建築物・工作物）については、次に示す書類を提出してください。提出書は 1部

が必要です。なお、工作物の内、風力・太陽光発電施設については、特に景観に大きな影響を及ぼ

す可能性があることから、別途、届出に必要な書類を定め次頁に示しています。 
 

図書の名称 内  容  

届出書注1 届出行為の概要を記載したもの 
○ 

様式あり 

チェックシート 景観形成基準に適合しているか届出者で自己審査したもの 
○ 

様式あり 

位置図 

（縮尺1/2,500以上）注２ 

行為地の位置及びその周辺の状況を示したもの 

・縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 など 
○ 

現地写真（カラー） 

行為地及びその周辺の状況を示す写真 

・行為地と周辺のまちなみとの関係が分かるように距離を置いて 

撮影したもの（２方向以上） 

・上記アップ写真にて建築物等の完成後における概略位置のイメー

ジを簡易に表示したもの（２方向以上） 

・行為地付近から周辺の状況を撮影したもの（２方向以上） 

○ 

配置図 

（縮尺1/100以上）注２ 

建築物等及びその周辺の状況を示したもの 

・縮尺、方位、行為地の形状及び寸法 

・建築物等の位置（付帯施設を含む） 

・敷地に接する道路の位置及び幅員、現況カラー写真の撮影の

位置及び方向 など 

○ 

外部仕上げ表及び 

各面の立面図（彩色） 

（縮尺1/50以上）注２ 

建築物等の各部（屋根・外壁等）の仕上げ材及び色彩を、立面

図（着色）と併せて表示したもの注3 

・縮尺、開口部、建築設備、軒等の位置及び形状 

・外壁、屋根及び露出する建築設備等の仕上げ及び色彩（マン

セル値注4を記入。図画、文字及び記号を含む。） 

・アクセントカラー面積注５の各立面の面積に対する割合 など 

○ 

構造詳細図 工作物の各部の構造詳細を示したもの △注６ 

外構図 
舗装、門、柵、フェンス、ごみ置き場等の外構施設の仕上げ及

び色彩を示したもの 
△注7 

植栽配置図 緑化等の位置、樹種及び樹高を示したもの ○ 

完成予想図（彩色） 
建築物等及び周辺状況（道路、駐車場、植栽、外構を含む。）

が分かるもので、着色したもの注3（イメージパース等） 
△注7 

その他 市長が必要と認める図書 △注8 

注1 届出手続を代理者が行う場合は委任状を必ず添付してください。 

 ２ 行為の規模により、表示の縮尺によりがたい場合は、その規模に応じて適切な縮尺の図面としてください。 

 ３ 着色する際は、できるだけ実物に近い色彩で着色してください。 

４ マンセル値表示ができない場合は、素材のサンプルを持参してください。 

 ５ アクセントカラーの部分が不定形な場合は、その部分を四角形で取り囲んだ場合の面積としてください。 

６ 工作物についてのみの添付となります。 

７ 計画や設計段階にて作成しているものがある場合は添付してください。 

 ８ 市長が必要と認める場合のみの添付となります。 



４．届出に必要な書類一覧 
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２）工作物【風力・太陽光発電施設】 
 

 工作物の内、風力・太陽光発電施設については、特に景観に大きな影響を及ぼす可能性があるこ

とから、別途、届出に必要な書類を定めており、次に示す書類を提出してください。提出書は 1部

が必要です。 
 

図書の名称 内  容  

届出書注1 

（事業概要書） 
届出行為の概要を記載したもの 

○ 

様式あり 

チェックシート 景観形成基準に適合しているか届出者で自己審査したもの 
○ 

様式あり 

位置図 

（縮尺1/2,500～ 

1/5,000程度） 

行為地の位置及びその周辺の状況を示したもの 

・縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 など 
○ 

建設予定場所の調査書 

建設予定場所の歴史、文化、伝統、現在の利用状況などについ

て、参考文献や地域住民などからの聞き取りにより調査し、そ

の特性を調査書にとりまとめたもの 

○ 

展望地、景観資源等の 

視点場からの調査結果 

浜田市景観計画等を参考に、建設予定場所周辺における展望並

びに景観資源を抽出し、それらの利用状況や特性を調査書にと

りまとめたもの 

○ 

見取図 

（縮尺1/2,500程度） 

空中写真や三次元地形図等を活用し、建設予定場所、展望地、

景観資源の位置関係を周辺の地形と併せて示したもの 
○ 

配置図 

平面図 

立面図 

（縮尺1/1000程度） 

工作物及びその周辺の状況を示したもの 

・縮尺、方位、行為地の形状及び寸法 

・工作物の位置、形状 など 

○ 

可視領域図 

（縮尺1/2,500～ 

1/5,000程度） 

位置図に可視領域を示したもの 

・高さ（H）、又は、幅（W）の最大幅（W）の60倍を影響範囲 

・景観調査地点注2（景観資源、展望地等）を明示 

○ 

完成予想図（彩色） 現況写真注3をもとに合成にて、完成予想施設を組み入れたもの ○ 

その他 市長が必要と認める図書 △注4 

注1 届出手続を代理者が行う場合は委任状を必ず添付してください。 

 ２ 調査地点は、市に事前相談してください。建設予定地が海上の場合は、特に夕日に対する展望地に留意す

る必要があります。 

 ３ 現況写真の撮影は、市に事前相談してください。景観調査を行う地点の特性を考慮し、撮影の時期・時間・

天候等に留意する必要があります。また、水平画角60°で撮影してください。 

 ４ 市長が必要と認める場合のみの添付となります。 
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３）開発行為及びその他 
 

 大規模な開発行為及びその他（「鉱物の掘採、土石等の採取」「屋外における土石、廃棄物、再生

資源、その他物件の堆積」「水面の埋立て又は干拓」）については、次に示す書類を提出してくださ

い。提出書は 1部が必要です。 
 

図書の名称 内  容  

届出書注１ 届出行為の概要を記載したもの 
○ 

様式あり 

チェックシート 景観形成基準に適合しているか届出者で自己審査したもの 
○ 

様式あり 

位置図 

（縮尺1/2,500以上）注２ 

行為地の位置及びその周辺の状況を示したもの 

・縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 など 
○ 

現地写真（カラー） 

行為地及びその周辺の状況を示す写真 

・行為地と周辺のまちなみとの関係が分かるように距離を置いて 

撮影したもの（２方向以上） 

・上記アップ写真にて建築物等の完成後における概略位置のイメ

ージを簡易に表示したもの（２方向以上） 

・行為地付近から周辺の状況を撮影したもの（２方向以上） 

○ 

現況平面図 

計画平面図 

現況断面図 

計画断面図など 

（縮尺1/100以上）注２ 

行為地の現況及び行為を行う土地の地盤面及び造成法面、自

然法面及び擁壁の位置、形状を示したもの 
○ 

その他 市長が必要と認める図書 △注３ 

 

注１ 届出手続を代理者が行う場合は委任状を必ず添付してください。 

 ２ 行為の規模により、表示の縮尺によりがたい場合は、その規模に応じて適切な縮尺の図面としてください。 

 ３ 市長が必要と認める場合のみの添付となります。 


